
　

菊
池
市
で
は
、
合
併
に
伴
い
都
市
計
画
に
関
す
る
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
な
ど
の
見
直
し
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、都
市
計
画
を
、数
回
に
分
け
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

１
回
目
は
、
都
市
計
画
の
制
度
の
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

　

都
市
は
多
く
の
人
が
生
活
す
る
場

で
す
が
、
機
能
や
人
口
が
集
中
す
る

こ
と
に
よ
り
様
々
な
問
題
が
生
じ
て

き
ま
す
。
快
適
で
効
率
的
都
市
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
計
画
的
に
整
備

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

都
市
計
画
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、

都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
整

備
を
図
る
た
め
に
定
め
る
計
画
の
こ

と
で
、
具
体
的
に
は
、
一
体
の
都
市

と
し
て
総
合
的
に
整
備
・
開
発
・
保

全
す
る
区
域
を
指
定
し
、
そ
の
目
指

す
べ
き
都
市
像
を
明
示
し
て
、
土
地

利
用
な
ど
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る

こ
と
で
す
。

◆
都
市
化
（
住
宅
化
）
を
放
置
す
る

こ
と
の
弊
害

•
無
秩
序
に
形
成
さ
れ
た
市
街
地
の

中
で
、
後
追
い
的
な
社
会
資
本
の

整
備
を
行
う
と
、
非
効
率
的
な
公

共
投
資
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。

•
土
地
の
造
成
や
建
物
の
建
築
に
当

た
っ
て
の
ル
ー
ル
が
な
い
た
め
、

緊
急
車
両
も
通
れ
な
い
よ
う
な
災

害
に
弱
い
市
街
地
が
形
成
さ
れ
る

ほ
か
、
用
途
の
混
乱
や
騒
音
、
日

照
問
題
な
ど
の
公
害
も
発
生
し
ま

す
。

•
優
良
な
農
地
や
山
林
が
安
易
に
潰

さ
れ
て
し
ま
い
、
農
林
業
の
衰
退

や
自
然
環
境
の
破
壊
に
つ
な
が
り

ま
す
。

◆
ま
ち
づ
く
り
の
計
画
を
決
め
る
話

　

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め

に
は
、
都
市
全
体
や
身
近
に
あ
る
ま

ち
を
将
来
ど
の
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
か
を
具
体
的
に
考
え
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

●
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

正
式
に
は
「
市
町
村
の
都
市
計
画

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
と
言
い

ま
す
。
お
お
む
ね
20
年
後
の
都
市
像

を
想
定
し
、
都
市
整
備
の
方
針
を

定
め
る
も
の
で
、
菊
池
市
総
合
計
画
、

国
土
利
用
計
画
、
県
が
定
め
る
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
即
し

た
計
画
と
な
り
、
ま
ち
づ
く
り
の
具

体
性
あ
る
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
確
立
し
、

地
区
別
の
あ
る
べ
き
「
ま
ち
」
の
姿

を
定
め
る
も
の
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
熊
本
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ

熊
本
県
の
都
市
計
画
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問
い
合
わ
せ
先　

都
市
整
備
課

　

４
月
６
日
（
日
）
か
ら
４
月
15
日

（
火
）
ま
で
、
春
の
全
国
交
通
安
全

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
広
く
県
民
に
交
通

安
全
思
想
の
普
及
・
浸
透
を
図
り
、

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い
交
通

マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
る
と
と

も
に
、
県
民
自
身
に
よ
る
道
路
交
通

環
境
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
を

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

菊
池
市
内
で
は
、
交
通
事
故
が
多

発
傾
向
に
あ
り
、
今
年
に
入
り
３
人

の
方
が
交
通
事
故
に
よ
り
亡
く
な
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
交
通
安
全
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

推
進
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

運
動
の
基
本

　

子
ど
も
と
高
齢
者
の交

通
事
故
防
止

運
動
重
点

○
後
部
座
席
を
含
む
全
て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

○
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

○
飲
酒
・
暴
走
運
転
な
ど
の
悪
質
・

危
険
な
運
転
行
為
の
追
放

問
い
合
わ
せ
先　

安
全
対
策
課

　次の項目すべてに該当し、表彰を希望する人は、申
請書に記入、押印の上、菊池地区交通安全協会事務局
（菊池警察署内）まで提出（郵送または持参）される
ようお願いします。
　なお、申請書は菊池地区交通安全協会事務局および
交番、駐在所にあります。
表彰の対象者
○菊池地区交通安全協会の会員であること
　（免許証の住所が菊池市内で、免許更新時に交通安
全協会費を納めた人）
○自動車運転免許（原付を含む）の保有者で運転経験
が平成 20年 6月末日現在で、10年、20年、30年、
40年を経過していること

○前期間内に、交通事故を起こしまたは交通法令に違
反して行政もしくは刑事上の処分を受けたことのな
いこと（ただし、軽微な交通違反は 3年を経過し
ていると可）
その他　
○表彰の申請には運転記録証明書が必要ですが、同証
明書の申請および受領を菊池地区交通安全協会事務
局に委任していただき、また、その内容を確認する
ことについても同意されたものとして申請手続きを
進めさせていただきますのでご了承ください。
　また、交付申請に際しては手数料 700 円が必要で
すが、菊池地区交通安全協会が負担します。
○直接、来署する人は印鑑をご持参ください。
申し込み期限　6月 2日（月）必着
問い合わせ・申し込み先
　菊池地区交通安全協会事務局（菊池警察署内）
　☎（24）0110

永年無事故運転者表彰の申し込み

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

が
始
ま
り
ま
す

都
市
の
発
展
を
計
画
的
に
誘
導

し
て
秩
序
あ
る
市
街
地
を
形
成

し
、
住
民
の
健
康
で
文
化
的
な

都
市
活
動
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
都
市
計
画
を
定
め
て
、
こ

の
よ
う
な
都
市
化
の
弊
害
を
未

然
に
防
ぎ
、
あ
る
い
は
で
き
る

だ
け
軽
減
す
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
す
。

平成20年度

シ
リ
ー
ズ
都
市
計
画
①

都
市
計
画
と
は

　この事業は浄化槽本体を市で設置し、市が浄化槽本体の
維持管理をしていく事業です。
　工事費の一部負担をしていただくだけで、公共事業で浄
化槽本体を設置できます。

設置に伴う負担金および月々の使用料

浄化槽の規模

5人槽 7人槽 10人槽

（延べ床面
積130㎡未
満）

（延べ床面
積130㎡以
上）

（浴室およ
び台所が2
カ所以上）

負担金（一回払い） 88,000円 102,000円 129,000円

使用料（月々） 4,920円 5,810円 7,160円

注意事項
○下水道区域内ではこの事業は実施できません。
○放流先が確保されていない場合は設置できません。
○工事を施工するため
•５人槽 3.5m× 4.7m
•７人槽 3.9m× 4.9m
•10人槽 4.1m×5.5m
程度の用地が必要となります。
○ 工事の着工は、入札などの事務処理のため申請書受付か
ら１カ月半以降となります。
※事業の詳細は下記までご相談ください。
問い合わせ先　下水道課　または　各総合支所建設課

工事負担区分

本人負担で対応していただく部分
○トイレの水洗便器購入費
○トイレの改造費・水道工事費
○ 台所・風呂場・トイレから浄化槽までの配管工事費
および浄化槽から排水先までの配管工事費
○浄化槽設置場所における支障物除去費など
○ 駐車場対応など（特殊工事）に係る工事費

浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）とは？

合併浄化槽整備事業が移行しました
浄化槽設置の補助金交付事業（個人設置型）は

浄化槽市町村整備事業（市町村設置型）へ移行しました。

　平成 20 年 4 月 7日から下水道課の事務所が「菊池
市浄水センター」へ移転します。なお、下水道負担金・
分担金、下水道使用料の納付書再発行は、水道局でも取
り扱います。
　大変急で市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、
ご協力をよろしくお願いします。

移転先
〒 861-1311
菊池市赤星 1818番地　菊池市浄水センター内　
☎（25）7244 ※電話番号はこれまでと同じです。
問い合わせ先　下水道課

菊池市役所「下水道課」の事務所が移転します
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セブン
●イレブン

●ファミリー
　マート

日本生命●

ローソン●

ファミリーマート●

自動車学校●

グリーンロード

菊池川

合志川

県道旭志鹿本線

植木インター菊池線

至泗水 至旭志

至
七
城

　セブン
●イレブン

●郵便局
九州テイ・エス

●セブン
　イレブン

●北消防署●

●●
九州イノアック

サンコール菊池

菊　池　市
浄水センター
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